
「子どもが主語」の学校へ 
12月は「人権月間」です。学校でも、１２月９日に人権講話の取組をします。子ど

もたちに、人権とは何か、人権を守るために自分たちに何ができるかといったことを、

講話をもとに自分事として考えてほしいと思います。人権は、日常生活の中で、人々が

共に生きていくために、常に守られていなければならないものではありますが、この機

会により深く考え、自分の中で大切にしなければならないものを明確にしてほしいと

思います。 

人権とは、すべての人が生まれながらにもっている大切な権利であり、当然、子ど

もたちもその例外ではありません。2023年 4月に施行された「こども基本法」は、ま

さにこの考え方を社会全体で共有し、子どもを「権利の主体」として尊重することを示

した法律です。この法律では、子どもが安心して育ち、学び、意見を述べることができ

る社会の実現を目指しています。特に、「子どもの最善の利益を最優先すること」「子

どもの意見を尊重すること」「すべての子どもが差別なく育つこと」などが基本理念の

中に示されています。これは、学校という場においても非常に重要な視点です。 

私たち教職員は、日々の教育活動の中で、子どもたちの声に耳を傾け、思いや願

いを受け止めることを大切にしていきたいと考えています。例えば、学級活動や委員

会活動では、子どもたち自身が話し合い、決定し、実行する場面を設定しています。 

１１月に行った児生会役員選挙では、投票日前の一週間、立候補者がスピーチや動

画配信、チラシ配りなどを行い、自分自身が考える選挙公約を全校児童生徒に訴え

る新たな取組を行いました。これは、こども基本法が掲げる「意見表明権」の実践を

行ったものです。また、花背小中学校では、今年度より「チーム担任制」を導入し、複

数の教員で協力して子どもたちを支える体制を整えています。これは、子ども一人ひ

とりの個性や状況に応じたきめ細やかな支援を可能にし、まさに「最善の利益」を追

求する取組です。 

人権月間を機に、私たち大人も改めて「子どもが真ん中にいる社会とは何か」を

考えることは、非常に意義深いことで、子どもたちが安心して自分らしく生きられる環

境を整えることにつながります。そして、子どもたちが自分の権利を知り、他者の権利

も尊重できるようになることは、共に生きる力を育む第一歩です。子どもが自分らしさ

を存分に発揮し、生き生きと学び合い育ち合う「子どもが主語」の学校であるように

教職員みんなで環境を整え、子どもたちを支えていきたいと思います。ご家庭でも、人

権講話の取組をきっかけに、人権について話し合っていただければと思います。また、

「こども基本法」や「子どもの権利条約」についても触れ、子どもたちが自らの人権に

ついて考える時間をつくっていただければと思います。 

 

 

校 外 学 習 
１０月から１１月にかけて、多くの学年が校外での学習に取り組み    

ました。 

              ひかり・１・２年：秋みつけ（八桝）        

             

  

 

 

 

 

 

３年：京都タワー・おたべ工場          ひかり学級 なかよしになろうね会  

    

 

 

 

 

 

 

                 Ⅱ期：林業（花脊・広河原）            

  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の自然や文化、人との関わり、また地域外での活動やいつもと

は違う方々との交流を通して、改めて“花背”について深く考えることが

できたのではないでしょうか。学んだことを、花背学習報告会などの

「学習のまとめ」につなげてほしいと思います。 

 

 

 

   

 

 

   

                                                

                                                

                                               

                                       

 

 

 

                               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 
曜

日 
１２ 月 行 事 予 定 

1 月 定期考査４ 13:35下校(7～9年)15:50下校(1～6年) 

2 火 定期考査４ 13:35下校(7～9年)15:50下校(1～6年) 

3 水 定期考査４   第２回進路説明会Ⅲ期 

4 木 国際交流   ジュニア京都検定 5・6年 

5 金 委員会活動   

6 土     

7 日    

8 月     

9 火 人権講話  人権学習７～９年  

10 水                             こじか文庫   

11 木 育成お楽しみ会・ひかり     

12 金    

13 土     

14 日     

15 月  個人懇談会 9年   

16 火  個人懇談会 9年  校外学習 4年  14:55下校(9年) 

17 水 本の紹介（１年）  

18 木 第２回計算大会Ⅰ期 「小さな巨匠展」合同作品作りひかり 

19 金 預り金振替日   

20 土    

21 日     

22 月     

23 火 
個人懇談会 1～8年 

14:55下校(1〜6・9年)16:45下校(7・8年)   

24 水 
終業式 給食終了 13:３5下校 

左京支部生徒会交流会（参加児童生徒１５：１0下校） 

25 木 冬季休業開始（～１/６）授業予備日  

26 金 授業予備日  

27 土    

28 日    

29 月  学校閉鎖日  

30 火 学校閉鎖日  

31 水 学校閉鎖日  

日 曜日 予定  

７ 水 3学期始業式  給食開始   下校１３：３５ 

１３ 火 
ジョイントプログラム（5・6年） 

プレジョイントプログラム（4年）     ～14日（水） 

２１ 水 第 5回定期考査 9年（～2３日） 

２２ 木 学習確認プログラム７・８年（～2３日）         

２６ 月 預り金振替日 

３０ 金 参観（百人一首大会Ⅰ期） 懇談会・標準服採寸 

３１ 土 京都市鼓笛フェスティバル（ロームシアター） 

スキー体験Ⅱ・Ⅲ期（花背山の家）※1/1４・２３・2９の中で 2回 

 

令和 ７ 年 １１月 発行 

       京都市立花背小中学校   校長  板垣  嘉郎 

京都市左京区花脊大布施町 ７ ９ ７ 番 地 

電 話：７４６ー０１３１  

ＦＡＸ：７４６－０２７２  
１２月は人権月間 

１２月１０日は「世界人権デー」と定められており、本校でも毎年

１２月を“人権月間”としています。１２月９日には期ごとに「人権講

話」を行い、各学年においては１２月中に「人権学習」を行います。

分け隔てなく人を大切にし、だれもが幸せな生活を送れるよう、人

権について考えてみてほしいと思います。 

花背小中学校のホームページは、PC及びスマートフォン 

でご覧いただけます。 

1月のおもな予定 

 

振替日が変わっています。

ご確認ください。 

次回は 3月です。 



 Ⅲ期 別所井戸端展出店（9年） 
花背の特産物を生かしたお菓子を販売したり、地域の木材を使っ

たゲームを作って実際に試してもらったりしました。児童生徒や先生

方だけでなく、多くの地域の方にも買っていただくことができました。 

 

 

 

 

 

 

 Ⅱ期校外学習（宇治方面） 
３班に分かれ、７年生を中心に自分たちでルールを考え、自分達だけで行

動しました。平等院鳳凰堂などを見学しました。 

 

 Ⅰ期 京都市動物園見学 
縦割りチームになり、4年生がリーダーとしてグループをリードしながら活

動しました。より楽しく観察するため動物に関する「なぞとき」に挑戦しながら

観察しました。「なかよし教室」ではヤギやヒツジに実際に触ったり餌をやっ

たりする体験をすることもできました。 
 

各期ごとの花背学習の活動 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


